
ＧＡＰチェックリスト【団体】

No. 取組事項

（１） 団体の組織体制が確認できる組織図または文書がある。

（２） 団体を構成する個人農場の情報を登録している。

（３） 団体と個人農場との間で契約を結んでいる。

（４） 団体事務局と構成の個人農場との間で役割分担及び実践内容が分かる団体管理マニュアルがある。

（５） 利害関係を排除した内部監査を実施している。

（６） 内部監査を実施している。

（７） 内部監査で確認された不適合事項を適切に是正している。

（８） 団体加入を希望するものに対し て、内部監査を実施している。

違反措置に
関すること

（９） 構成員の違反措置を適用している。

（１０） 団体内でトレーサビリティーの仕組みがある。

（１１） 認証された産品は団体内で区別して扱われている。

苦情・異常
に関するこ
と

（１２） 団体の苦情・異常へ対応できる手順書があり、実施されている。

商品回収に
関すること

（１３） 商品回収へ対応できる手順書があり、実施されている。

（１４） 団体管理マニュアルを定期的に見直している。

（１５） 団体審査に必要な記録を保管して いる。

内部監査の
実施に関す
ること

団体の管理
体制するこ
と

トレーサビ
リティーに
関すること

文書管理と
記録管理に
関すること


